
みんなにひとこと:

権利関係「相続」
相続人と法定相続分

1 　　直系卑属1/2+配偶者1/2　　

相続人が1人のときはその1人が全て相続する

2 　　直系尊属1/3+配偶者2/3　　

3 　　兄弟姉妹3/4　+配偶者1/4　

直系卑属：⼦供や孫のこと＊胎児や養⼦も含む

直系専属：⽗⺟・祖⽗⺟のこと

法律上の婚姻関係にない内縁の妻や夫は配偶者に含
まれない
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